
Ⅴ 予 算 

 

 １ １５年度予算認可等の経緯 

   １５年度上期に係る農畜産業振興事業団（以下「事業団」という。）及び野菜供給安定基

金（以下「基金」という。）の収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画については、

農林水産大臣に認可を申請し、平成１５年３月３１日付けで認可された。 

１５年度下期については、事業団及び基金が統合して、独立行政法人農畜産業振興機構（以

下「機構」という。）となったことに伴い、事業団及び基金の事業についてはすべて機構が承

継することとされ、独立行政法人通則法に基づく機構の年度計画（「３ 平成１５年度の業務

運営に関する計画」参照）を、平成１５年１０月２日付けで農林水産大臣に届け出た。 

 

 ２ 事業内容及び予算の概要 

   平成１５事業年度の業務運営の前提となった事業内容及び予算の概要は、次のとおりである。 

① 畜産物の価格安定に関する法律（昭和３６年法律第１８３号）の規定による価格安定措

置の実施に必要な次の業務を行う。 

ア 指定乳製品及び指定食肉（輸入に係る指定食肉を除く。）の買入れ、交換及び売渡し 

イ アの業務に伴う指定乳製品及び指定食肉の保管 

ウ 農林水産省令で定めるところにより、畜産物の価格安定に関する法律第６条第２項、

第３項又は第４項の認定を受けた指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の保管に関する計画

の実施に要する経費の補助 

② 国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業に係る経費の補助及び畜産物の生産又は流通

の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定

めるものについての経費を補助する業務を行う。 

③ 野菜生産出荷安定法（昭和４１年法律第１０３号）の規定により次の業務を行う。 

ア 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給

金の交付 

イ あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付 

ウ 民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人が行う業務で

ア又はイの業務に準ずるものに係る経費の補助 

④ 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための

事業で農林水産省令で定めるものに係る経費を補助する業務を行う。 

⑤ 砂糖の価格調整に関する法律（昭和４０年法律第１０９号）の規定により次の業務を行

う。 

ア 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻し 

イ 異性化糖等の買入れ及び売戻し 

ウ 国内産糖についての交付金の交付 

⑥ 生糸の輸入に係る調整等に関する法律（昭和２６年法律第３１０号）の規定による生糸

の輸入に係る調整に関する措置の実施に必要な次の業務を行う。 



 

ア 生糸の輸入、輸入によって保有する生糸の売渡し又は買換え並びに輸入申告に係る生

糸の買入れ及び売戻し 

イ アの業務に伴う生糸の保管 

⑦ 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物、繭並びに生糸の生産及び流通に関する情報を収

集し、整理し、及び提供する。 

⑧ ①～⑦の業務に附帯する業務を行う。 

⑨ ①～⑧の規定により行う業務の遂行に支障のない範囲内で、繭又は生糸の生産又は流通

の合理化を図るための事業その他の蚕糸業の振興に資するための事業で、農林水産省令で

定めるものについてその経費を補助する業務及びこれに附帯する業務を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３　予算内容

（１）平成15事業年度農畜産業振興事業団収入支出　予算（上期）

（収入の部）

　　　　　　　　　　　　 区　分 畜産物価格安定等勘定 債 務 保 証 勘 定 畜 産 助 成 勘 定 生　糸　輸　入　調　整　等　勘　定

　　科　目 計 一　般　経　理 資　金　経　理
前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額

（款）畜産物価格安定事業収入

　（項）輸入乳製品売渡収入

（款）保証事業収入 1,900 111

　（項）保証料収入 1,900 111

（款）生糸売買事業収入 639,900 347,400 6,300 50,400 633,600 297,000

　（項）生糸売渡収入 6,300 50,400 6,300 50,400

　（項）輸入生糸売買収入 633,600 297,000 633,600 297,000

（款）糖価調整事業収入

　（項）糖価調整事業収入

（款）受入利息収入 235,098 122,384 4,114 1,387 25,369 5,042 75,986 30,756 74,292 30,052 1,694 704

　（項）受入利息収入 235,098 122,384 4,114 1,387 25,369 5,042

　（項）一般受入利息収入 74,292 30,052 74,292 30,052

　（項）蚕糸業振興資金受入利息収入 1,694 704 1,694 704

　（項）砂糖生産振興資金受入利息収入

　（項）調整金受入利息収入

　（項）特別資金受入利息収入

（款）求償権回収収入 3,244

　（項）求償権回収収入 3,244

（款）借入金 14,969,000 14,535,835 14,969,000 14,535,835

　（項）借入金 14,969,000 14,535,835 14,969,000 14,535,835

（款）雑収入 24,279 36,514 3,611 25,758 16,472 222,801 15,868 22,922 15,868 22,922

　（項）雑収入 24,279 36,514 3,611 25,758 16,472 222,801 15,868 22,922 15,868 22,922

（款）交付金等収入 92,508,603 84,546,393 4,121 7,838,416 3,075,713 850,000 489,451 850,000 489,451

　（項）交付金収入 92,508,603 84,380,600 7,838,416 2,753,668

　（項）蚕糸業経営安定対策交付金収入 850,000 489,451 850,000 489,451

　（項）補助金収入 165,793 4,121 322,045

（款）調整資金より受入 110,108,134 16,932,085

　（項）調整資金より受入 110,108,134 16,932,085

（款）畜産助成資金より受入 67,067,370 41,602,559

　（項）畜産助成資金より受入 67,067,370 41,602,559

（款）政府交付金調整勘定より受入

　（項）政府交付金調整勘定より受入

（款）資金経理より受入 1,992,722 1,785,460 1,992,722 1,785,460

　（項）資金経理より受入 1,992,722 1,785,460 1,992,722 1,785,460

（款）蚕糸業振興資金より受入 1,992,722 1,785,460 1,992,722 1,785,460

　（項）蚕糸業振興資金より受入 1,992,722 1,785,460 1,992,722 1,785,460

（款）砂糖生産振興資金より受入

　（項）砂糖生産振興資金より受入

（款）特定業務財源受入 397,907 242,553 117,860,185 81,409,420

　（項）特定業務財源受入 397,907 242,553 117,860,185 81,409,420

（款）業務財源受入 417,414 29,902 43,586,656 9,482,381

　（項）業務財源受入 417,414 29,902 43,586,656 9,482,381

（款）畜産振興推進準備金受入 1,039,140 99,440

　（項）畜産振興推進準備金受入 1,039,140 99,440

（款）出資金等回収収入 50,000 50,000

　（項）出資金等回収収入 50,000 50,000

合　　　　　　 計 204,730,575 102,009,271 12,869 31,377 236,444,468 135,847,916 20,536,198 18,997,284 17,058,182 16,424,669 3,478,016 2,572,615



（１）平成15事業年度農畜産業振興事業団収入支出　予算（上期）

（収入の部）

　　　　　　　　　　　　 区　分

　　科　目

（款）畜産物価格安定事業収入

　（項）輸入乳製品売渡収入

（款）保証事業収入

　（項）保証料収入

（款）生糸売買事業収入

　（項）生糸売渡収入

　（項）輸入生糸売買収入

（款）糖価調整事業収入

　（項）糖価調整事業収入

（款）受入利息収入

　（項）受入利息収入

　（項）一般受入利息収入

　（項）蚕糸業振興資金受入利息収入

　（項）砂糖生産振興資金受入利息収入

　（項）調整金受入利息収入

　（項）特別資金受入利息収入

（款）求償権回収収入

　（項）求償権回収収入

（款）借入金

　（項）借入金

（款）雑収入

　（項）雑収入

（款）交付金等収入

　（項）交付金収入

　（項）蚕糸業経営安定対策交付金収入

　（項）補助金収入

（款）調整資金より受入

　（項）調整資金より受入

（款）畜産助成資金より受入

　（項）畜産助成資金より受入

（款）政府交付金調整勘定より受入

　（項）政府交付金調整勘定より受入

（款）資金経理より受入

　（項）資金経理より受入

（款）蚕糸業振興資金より受入

　（項）蚕糸業振興資金より受入

（款）砂糖生産振興資金より受入

　（項）砂糖生産振興資金より受入

（款）特定業務財源受入

　（項）特定業務財源受入

（款）業務財源受入

　（項）業務財源受入

（款）畜産振興推進準備金受入

　（項）畜産振興推進準備金受入

（款）出資金等回収収入

　（項）出資金等回収収入

合　　　　　　 計

(単位：千円）

砂　糖　価　格　調　整　勘　定 補 給 金 等 勘 定 肉 用 子 牛 勘 定 合　　　　　計

計 一　般　経　理 資　金　経　理
前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額

12,809,500 5,037,240 12,809,500 5,037,240

12,809,500 5,037,240 12,809,500 5,037,240

1,900 111

1,900 111

639,900 347,400

6,300 50,400

633,600 297,000

59,464,939 29,299,267 59,464,939 29,299,267 59,464,939 29,299,267

59,464,939 29,299,267 59,464,939 29,299,267 59,464,939 29,299,267

492,865 165,093 8,981 2,443 483,884 162,650 8,160 2,773 83 19 841,675 327,454

8,160 2,773 83 19 272,824 131,605

7,099 2,422 7,099 2,422 81,391 32,474

1,694 704

483,884 162,650 483,884 162,650 483,884 162,650

1,875 21 1,875 21 1,875 21

7 7 7

3,244

3,244

17,468,453 9,514,184 17,468,453 9,514,184 32,437,453 24,050,019

17,468,453 9,514,184 17,468,453 9,514,184 32,437,453 24,050,019

117,394 108,633 117,394 108,633 14,835 107,415 3,943 107,649 196,402 631,692

117,394 108,633 117,394 108,633 14,835 107,415 3,943 107,649 196,402 631,692

13,155,088 2,371,306 13,155,088 2,371,306 20,059,081 7,786,423 94,794 134,411,188 98,368,201

11,615,000 1,713,809 11,615,000 1,713,809 20,059,081 7,769,427 132,021,100 96,617,504

850,000 489,451

1,540,088 657,497 1,540,088 657,497 16,996 94,794 1,540,088 1,261,246

110,108,134 16,932,085

110,108,134 16,932,085

67,067,370 41,602,559

67,067,370 41,602,559

2,212,449     3,431,472 2,212,449 3,431,472 2,212,449     3,431,472

2,212,449     3,431,472 2,212,449 3,431,472 2,212,449     3,431,472

43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722 45,349,205 25,742,182

43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722 45,349,205 25,742,182

1,992,722 1,785,460

1,992,722 1,785,460

43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722

43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722

41,098,348 10,210,860 159,356,440 91,862,833

41,098,348 10,210,860 159,356,440 91,862,833

209,318 3,795 44,213,388 9,516,078

209,318 3,795 44,213,388 9,516,078

1,039,140 99,440

1,039,140 99,440

50,000 50,000

50,000 50,000

179,624,154 92,803,399 135,783,787 68,684,027 43,840,367 24,119,372 32,891,576 12,933,851 41,311,692 10,417,117 715,551,532 373,040,215



（支出の部）

　　　　　　　　　　　　　　　区　分 畜産物価格安定等勘定 債 務 保 証 勘 定 畜 産 助 成 勘 定 生　糸　輸　入　調　整　等　勘　定

　　科　目 計 一　般　経　理 資　金　経　理

前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額

（項）指定食肉売買事業費 34,424 17,207

（項）調整保管事業費 57,983 20,965

（項）輸入乳製品売買事業費

（項）保証事業費 574,593 614

（項）生糸売買事業費 447,937 226,119 447,937 226,119

（項）糖価調整事業費

（項）畜産助成事業費 235,766,276 135,335,299

（項）繭糸生産流通合理化等事業費 1,963,653 1,771,846 1,963,653 1,771,846

（項）情報収集提供事業費 485,007 206,602

（項）加工原料乳補給金事業費

（項）砂糖生産振興等事業費

（項）肉用子牛補給金等事業費

（項）特定業務財源繰入 159,356,440 91,862,833

（項）業務財源繰入 44,213,388 9,516,078

（項）畜産振興推進準備金繰入 13,810 2,718

（項）一般管理費 535,218 202,016 13,263 4,967 646,916 392,437 142,054 78,295 142,054 78,295

（項）固定資産取得費 3,495 463,623 44 2,130 2,830 1,100 2,830 1,100

（項）独立行政法人移行準備経費 61,716 544 42,951

（項）出資払戻金 297,680 452,847 452,847

（項）国内産糖検査委託費

（項）退職給与引当金繰入 2,782 1,364 2,782 1,364

（項）借入金償還 14,627,581 14,930,538 14,627,581 14,930,538

（項）雑支出 4,354,022 1 1 1 1

（項）政府交付金調整勘定へ繰入

（項）一般経理へ繰入 1,992,722 1,785,460 1,992,722 1,785,460

（項）蚕糸業振興資金へ繰入 1,485,294 787,155 1,485,294 787,155

（項）砂糖生産振興資金へ繰入

（項）予備費 13,585 6,710 495 165 24,145 13,035 13,000 6,500 13,000 6,500

合　　　　　　　計 209,067,372 102,360,468 588,395 303,970 236,439,467 135,783,722 20,677,854 20,041,225 17,199,838 17,468,610 3,478,016 2,572,615



（支出の部）

　　　　　　　　　　　　　　　区　分

　　科　目

（項）指定食肉売買事業費

（項）調整保管事業費

（項）輸入乳製品売買事業費

（項）保証事業費

（項）生糸売買事業費

（項）糖価調整事業費

（項）畜産助成事業費

（項）繭糸生産流通合理化等事業費

（項）情報収集提供事業費

（項）加工原料乳補給金事業費

（項）砂糖生産振興等事業費

（項）肉用子牛補給金等事業費

（項）特定業務財源繰入

（項）業務財源繰入

（項）畜産振興推進準備金繰入

（項）一般管理費

（項）固定資産取得費

（項）独立行政法人移行準備経費

（項）出資払戻金

（項）国内産糖検査委託費

（項）退職給与引当金繰入

（項）借入金償還

（項）雑支出

（項）政府交付金調整勘定へ繰入

（項）一般経理へ繰入

（項）蚕糸業振興資金へ繰入

（項）砂糖生産振興資金へ繰入

（項）予備費

合　　　　　　　計

(単位：千円）

砂　糖　価　格　調　整　勘　定 補 給 金 等 勘 定 肉 用 子 牛 勘 定 合　　　　計

計 一　般　経　理 資　金　経　理

前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額 前年度予算額 15年度予算額

34,424 17,207

57,983 20,965

11,264,690 2,865,599 11,264,690 2,865,599

574,593 614

447,937 226,119

106,769,136 18,987,700 106,769,136 18,987,700 106,769,136 18,987,700

235,766,276 135,335,299

1,963,653 1,771,846

485,007 206,602

24,255,216 12,307,956 24,255,216 12,307,956

9,547,909 10,098,692 9,547,909 10,098,692 9,547,909 10,098,692

41,060,777 10,178,896 41,060,777 10,178,896

159,356,440 91,862,833

44,213,388 9,516,078

13,810 2,718

1,235,496 607,924 1,235,496 607,924 276,554 215,113 237,253 114,253 3,086,754 1,615,005

90,216 107,373 90,216 107,373 954 781 100,450 572,096

12,505 12,505 130,221

750,527

266,542 42,741 266,542 42,741 266,542 42,741

21,597 10,514 21,597 10,514 24,379 11,878

16,889,102 13,576,617 16,889,102 13,576,617 31,516,683 28,507,155

54,230 55,627 54,230 55,627 4,408,253 55,628

3,431,472 3,431,472 3,431,472

43,356,483 23,956,722 43,356,483 23,956,722 45,349,205 25,742,182

1,485,294 787,155

483,884 162,650 483,884 162,650 483,884 162,650

26,500 26,500 7,920 3,795 8,855 3,795 94,500 34,000

178,741,095 71,038,032 134,900,728 46,918,660 43,840,367 24,119,372 35,805,334 15,404,968 41,307,666 10,309,449 722,627,183 355,241,834



(単位：千円)

前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度

予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額

39,884,827 5,011,374 39,884,827 5,011,374

18,451,353 4,795,635 18,451,353 4,795,635

12,637,018 166,188 12,637,018 166,188

40,000 5,000 40,000 5,000

616 1,034 616 1,034

1,702,886 713,458 1,702,886 713,458

100 0 100 0

979,678 0

979,678 0 979,678 0

147,932 39,393 147,932 39,393

0 2,665,224 56 304,483 56 2,969,707

4,474 837 38,809 11,707 27 5 43,310 12,549

41,592,903 8,391,927 1,018,487 11,707 148,015 343,881 42,759,405 8,747,515

平 成 15 事 業 年 度 野 菜 供 給 安 定 基 金 収 入 支 出 予 算 （ 上 期 ）

10,000 1,750

8 0

181,775 15,000

16,815

849,612 0

130,244 10,986

収入の部

(款)

(項)

野 菜 生 産 出 荷 安 定 資 金 等 受 入

指 定 野 菜 価 格 安 定 対 策 資 金 受 入

0

(項) 契 約 指 定 野 菜 安 定 供 給 資 金 受 入

計区　　　分　

　科　　　目

一　般　勘　定 売 買 保 管 勘 定 保 管 施 設 勘 定

10,986

(項) 特 定 野 菜 等 供 給 産 地 育 成 価 格 差

補 給 助 成 資 金 造 成 費 受 入
849,612

(項) 重 要 野 菜 等 緊 急 需 給 調 整 資 金

造 成 費 補 給 金 等 受 入
130,244

(項)

0
(項) 加 工 用 ト マ ト 生 産 安 定 対 策

事 業 費 補 助 金 等 受 入
8

(款) 特 別 基 金 造 成 費 受 入

(項) 特 別 基 金 造 成 費 受 入

(款) 受 入 利 息

(項) 受 入 利 息

(款) 出 資 積 立 金 受 入

(項) 出 資 積 立 金 受 入

(款) 野 菜 売 買 保 管 等 事 業 収 入

(項) 野 菜 売 買 保 管 等 事 業 収 入

保 管 施 設 賃 貸 料

(款) 他 勘 定 よ り 受 入

(款) 保 管 施 設 事 業 収 入

(項)

(項) 雑 収 入

(項) 他 勘 定 よ り 受 入

(款) 雑 収 入

合　　　　　　　計

10,000 1,750
(項) 生 鮮 野 菜 輸 入 先 国 生 産 出 荷動 向等

調 査 事 業 費 補 助 金 受 入

契 約 特 定 野 菜 等 安 定 供 給 促 進
2,981,774 0 2,981,774 0

助 成 資 金 造 成 費 受 入

(項) 野 菜 情 報 総 合 把 握 シ ス テ ム 構 築
181,775 15,000

事 業 費 補 助 金 受 入

(項) 契約取引推進円滑化事業費補助金受入

(項) 野 菜 構 造 改 革 促 進 特 別 対 策

資 金 造 成 費 補 助 金 等 受 入
4,603,0434,603,043 16,815



(単位：千円)

前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度 前　年　度 平成15年度

予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額 予　算　額

26,638,753 14,006,367 26,638,753 14,006,367

56 304,483 0 2,665,224 56 2,969,707

110 55 10 5 120 60

896,920 435,656 896,920 435,656

0 68,221 0 68,221

1,483,554 0 1,483,554 0

51,948 292,450 51,948 292,450

100 0 100 100 200 100

34,441 10,914 5,000 2,500 39,441 13,414

27,570,280 14,825,696 1,483,664 2,665,229 57,048 295,050 29,110,992 17,785,975

支出の部
区　　　分　 一　般　勘　定 売 買 保 管 勘 定 保 管 施 設 勘 定 計

野 菜 売 買 保 管 等 事 業 費

　科　　　目

(項) 野 菜 生 産 出 荷 安 定 等 事 業 費

(項) 独 立 行 政 法 人 移 行 関 係 経 費

(項) 保 管 施 設 事 業 費

(項) 雑 支 出

合　　　　　　　計

(項) 他 勘 定 へ 繰 入

(項) 払 戻 金

(項) 一 般 管 理 費

(項)

(項) 予 備 費



４ 平成 15 年度の業務運営に関する計画（平成 15 年度計画） 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 １ 事業費の削減・効率化 

事業費については、抑制目標（中期目標期間中に、平成１４年度（ＢＳＥ関連 

の補助事業を除く。）の９割以下の水準に抑制）を達成するため、補助事業の効 

率化等を行う。この場合、経済情勢、農畜産業を巡る情勢、国際環境の変化等を 

踏まえた政策的要請により影響を受けることについて配慮する。 

 

 ２ 業務運営の効率化による経費の抑制 

一般管理費（退職手当を除く。）について業務運営の効率化による経費の抑制目標（中期

目標期間中に平成１４年度比で１３％抑制）を達成するため、中期計画で示した縮減方策の

具体化等を内容とする効率化推進方針を取りまとめの上、同方針に基づき、業務運営の効率

化に努め、平成１４年度比で６％抑制する。  

 

３ 業務執行の改善 

(1) 業務全体の点検・評価 

① 機構業務の点検・評価を行うため、機構発足後速やかに、内部評価部門の整備、外部

専門家・有識者等から成る第三者機関の設置を行う。 

② 業務の進行状況を四半期毎に点検・分析し、業務運営の的確な進行管理を図る。 

③ 各四半期終了後を目途に、業務の進行状況についての自己評価を行う。また、年度計

画終了後の業務実績について、自己評価をもとに第三者機関による業務の点検・評価を

実施できるよう進行管理を的確に行う。 

 

 

 (2)  補助事業の審査・評価 

① 補助事業に関する業務執行規程等を整備する。 

    ②  外部専門家等から成る第三者機関を設置する。 

      ③  １５年度事業について、事業年度終了後速やかに自己評価及び第三者機関による審

査・評価を実施できるよう進行管理を的確に行う。 

 

(3)  内部監査体制の充実・強化 

 ① 業務運営を横断的に監査・監視する専任の内部監査体制を充実・強化する。 

 ② 平成１５年度末までに、業務ごとの監査の方法、手順等を内容とする内部監査マニュ

アルを作成するとともに、内部監査マニュアルに基づき業務運営状況について内部監

査を実施する。 

 



 

 (4)  組織の統合に伴う会計事務処理の統一化を図るため、各勘定の特性を踏まえつつ、新た

な会計システムの整備のための検討を行い、課題を整理する。 

 

４ 業務運営能力等の向上 

 

 (1)  職員の事務処理能力の向上を図るため、以下の内容を柱とした中期目標期間中の業務運

営能力向上プログラムを策定するとともに、同プログラムに即して定期的かつ計画的に研

修等を実施する。 

 

① 生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術及び企業会計、情報ネットワーク化等

の高度事務処理技術の習得を図るため、食肉の専門家による研修、肉牛農家における肉

牛の生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術の習得を図る研修を行う。 

     ② 流通・小売段階での研修のための準備を行うとともに、消費者等に機構の業務を分か

りやすく情報提供するための広報専門家による講習会やインストラクターによる研修を

行う。 

③ オン・ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を通じた専門知識、高度事務処理技術等

の伝達・実習を行うための準備を行うとともに、自己研鑽をしやすい環境を整備する。 

    ④ 会計事務職員の専門的資質の向上を図るための研修を行う。 

 

 (2)  国民の信頼を確保し、役職員の倫理、規範意識の啓発を図るため、以下の措置を講じる。 

 

  ① 平成１５年度末までに、役職員が遵守すべき行動の基準及び法人として積極的に果た

すべき理念として、法令遵守や透明性確保などを内容とする行動憲章を策定する。 

② 役職員に対する行動憲章の浸透、規範意識の維持・確保に向けた取組みとして、規範

意識研修会を開催する。 

③ 機構の業務運営に必要な役職員の意識改革を進め、資質・能力の向上を図るため、有

識者による講演会、有識者との意見交換会等（改革フォーラム）を１５年度中に２回以

上開催する。 

  ④ トップの意識改革と役職員間の意思疎通を図るため、役員・職員間、部門間の意思疎

通を推進するとともに、職員から業務改善策の提案を募る。 

  

５ 機能的で柔軟な組織体制の整備 

社会経済情勢や農畜産業をめぐる情勢の変化に的確に対応しつつ、効率的かつ機動的に業

務を推進できるよう、以下の措置を講じる。 

 

(1)  本部事務所を統合するとともに、総務・経理の共通管理部門の統合を進める一方、企画

調整及び内部監査体制の充実・強化を図るなど統合効果の確保を図る。 

 



 

  (2)  総務・経理部門及び企画調整部門と業務実施部門との責任と役割分担を明確 

にし、効率的な業務運営を行う。 

 

  (3)  各部に配置した調査役等スタッフ職を業務量に応じ機動的に配置する。 

 

(4)  機動的で柔軟な組織体制を整備するため、職員の部門間の交流を図るとと もに、緊急

事態が発生した場合は、機動的に人員配置を見直す。 

 

  (5)  効率的な業務運営及び機動的な組織運営を確保するため、幹部会等を開催する。 

 

６ 補助事業の効率化等 

(1) 「事業効果評価分析開発に関する調査検討会」を設置し、費用対効果の評価手法が開発

されている食肉流通合理化対策事業等の事業については、その評価結果を事業に反映させ

る仕組みを平成１６年度末までに構築するため、国の検討方向を踏まえつつ、平成１２年

度に採択した事業の一部について事後評価を試行的に行い、その結果を踏まえつつ、評価

結果の反映の仕組みを検討する。 

  

（2） 「事業効果評価分析開発に関する調査検討会」を設置し、評価手法が開発されていない

事業については、事業の効果を適切に評価できる手法の開発に向け、事業の類型の整理、

開発対象事業等の検討、開発計画の策定等を行う。 

 

(3)  平成１５年度末までに、畜産、砂糖及び蚕糸に係る補助事業について、明確な審査基準

に基づく事業の実施、事業実施主体に対する指導の徹底、補助先の公表等事業の透明性の

確保、事業の進行管理の徹底等を内容とする業務執行規程を策定する。 

 

(4)  補助事業の適正、効率的な実施を確保するため、業務執行規程等に基づき、以下の措置

を講じる。 

 

     ① 明確な審査基準に基づき事業を実施する。 

② 新規事業を中心に、事業説明会、巡回指導等を実施し、事業実施主体に対する指導を徹

底する。 

③ 事業の進行状況を的確に把握するため、１５年度末までに事業の進行管理システムを

構築する。 

④ 事業の透明性の確保を図るため、ホームページ等で、事業内容、補助対象者、 

採択要件、申請様式、申請窓口等を公表するとともに、事業採択後、速やかに 

補助先を公表する。また、各事業の終了時期を補助事業実施要綱等に明記し、 

公表する。 

 



 

⑤  事務処理手続の迅速化、進行管理の徹底等を通じ、事業実施主体から要領及び事業実施

計画を受理してから承認の通知を行うまでの期間並びに補助金の交付申請を受理してか

ら交付決定の通知を行うまでの期間が１０業務日以内である件数の全件数に占める割合

を９０％以上とする。ただし、地方の複数の事業実施主体に係る件数については、対象件

数から除く。 

 

(5) 施設整備事業については、以下の措置を講じる。 

 

① 事業実施計画承認申請の前に事業実施主体と協議（書面によるものを含む。） 

を行う。 

② 評価分析手法が開発されている事業については、効用が費用を上回ることが見込まれる

もの又はコスト分析等の評価基準を満たしているものを採択する。 

③ 食肉流通合理化総合対策事業等で設置する施設等（事業費５千万円未満のものは除く。）

については、必要に応じて現地調査を行う。 

④ 費用対効果分析を実施している事業で設置した施設については、施設設置後 

３年目までのものの利用状況の調査を行う。 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 

１ 畜産関係業務 

(1) 指定食肉の売買 

指定食肉の買入れ・売渡しを決定した場合は、決定した日から３０業務日以内に業務を

実施するために、指定食肉の需給動向を毎月（価格動向については毎日）把握するととも

に、過去の事例を参考にして、業務の手順を点検する。 

 

   (2) 生産者団体等が行う畜産物の調整保管事業に対する補助 

国が保管計画の認定を行った場合は、認定された日から１４業務日以内に調整保管を開

始するために、畜産物の需給動向を毎月（指定食肉及び鶏卵の価格動向については毎日）

把握するとともに過去の事例を参考にして、業務の手順を点検する。 

 

  (3) 畜産に係る補助 

        畜産に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施

主体等との明確な役割分担と連携の下に、以下のとおり事業の重点化を図るとともに、機

動的・弾力的に実施する。 

 

 

 



 

① 学校給食用牛乳供給事業 

      ア 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号） 

に基づき定められている学校給食供給目標について、供給日数に係る達成 

率を向上させるため、事業実施主体を通じて児童及び生徒等に対して、牛乳に関する

副読本の配布等の普及啓発等を推進する。 

      同法に基づき定められている学校給食供給目標に係る達成率を９０％以上とする。 

 

       イ 学校給食用牛乳の衛生管理の強化については、国等の行う事業・施策と相まって、Ｈ

ＡＣＣＰ承認工場の割合を中期目標の期間の終了時までに５０％以上に引き上げるこ

とを目標に、事業実施主体による品質管理技術、衛生管理基準等に関する研修会の開催、

相談員による指導等を行う。 

 

② 主要な畜産物の流通の合理化のための処理、保管等の事業 

    ア 乳業の国際競争力を強化し、衛生的かつ生産効率の高い乳業施設の整備を図るため、

効果的な事業の実施が行われるよう、工事の進行状況等を適切に把握する。 

 

    イ 食肉処理施設の整備等については、ＢＳＥ問題等による消費者の不安を 

解消するため、衛生・環境関連の施設整備計画を優先的に採択する。 

 

    ウ 国産食肉及び国産生乳・乳製品等に対する理解の促進のため、イベント 

の開催等により栄養的価値等のＰＲ、正しい知識の普及啓発を行うととも 

に、各地で開催されるミートフェア等の催事等において消費者等を対象に 

畜産物に係る知識等の普及度を測定する基準とするためのアンケート調査 

を行う。 

 

   ③ 畜産の経営又は技術の指導等の事業 

    ア 肉用牛肥育経営安定対策事業に係る補てん金を迅速・的確に交付するため、補てん金

の交付状況に応じて所要の基金造成を適切に行う。 

 

イ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成１１年 

法律第１１２号）の本格施行（平成１６年１１月）に向けて、特別プロジ 

ェクトチームの点検の結果を踏まえつつ、機械施設を整備するための所要 

の基金造成を適切に行うとともに、民間団体等による指導の推進を図る。 

 

    ウ 飼料自給率の向上及び飼料生産コストの低減を図るため、水田を活用し 

た飼料作物の生産の振興、稲わら（稲発酵粗飼料を含む。）の飼料利用の拡大及び環

境との調和を図った生産性の高い草地への転換を推進する。 

 



 

     エ ゆとりある畜産経営を実現するため、飼料収穫作業、堆肥散布作業、耕起等作業等の

各作業毎に補助を行うとともに、ヘルパー制度の利用拡大を推進するための研修制度

の充実、優良事業経営発表会での表彰等を行う。 

 

   オ 家畜衛生新互助制度の発足（１５年４月）に当たり、旧制度の契約農家の新制度への

円滑な移行を促進するため、引き続き、事業実施主体の実施するブロック会議に積極的

に参加し、新制度の普及に努める。 

 

    カ 負債の償還が困難な生産者及び後継者の経営承継の円滑化を図るため、長期低利の借

換資金の融通等を行うとともに、生産者、県団体等に対する現地指導を行う。 

 

  ④ 肉用牛の生産の合理化のための事業 

    肉用牛の生産基盤の安定化を図るため、肉用牛の改良増殖を強化するため 

の情報の収集・提供、分娩間隔・肥育期間の短縮等の生産性向上のための実 

証調査等を補助するとともに、高齢者経営の労働力支援のための肉用牛ヘル 

パーの普及定着に向けて現地調査、畜産新技術の実用化等を行う。 

 

⑤ その他畜産の振興に資するための事業 

ア 畜産物に係る知識の普及、安全性のＰＲを行うためのシンポジウムの開催等を行う

とともに、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成１５

年法律第７２号）の施行（平成１５年１２月）に対応して、規制対象外食事業者等に

情報伝達機器類等をリースするなど牛肉のトレーサビリティ・システムの確立の支援

を行う。 

 

イ ＢＳＥ対応畜産経営安定資金の償還に対応するための大家畜経営改善償還推進資

金を創設するなど生産者等に対する運転資金の融通、債務保証等を行うとともに、Ｂ

ＳＥ発生農家等への支援を行う。 

 

ウ 畜産副産物のレンダリング処理及び肉骨粉の適正な処分を推進するための現地調査

を行うとともに、牛や死亡牛の肉骨粉と分離した安全な肉骨粉の安定的供給体制の重

点的な整備、死亡牛の適切な検査・処理を円滑に実施するための施設整備等を推進す

る。 

 

    エ 口蹄疫等悪性伝染病発生時等に、国と連携して、畜産農家及び畜産関係 

者への影響緩和対策等を速やかに行う。 

 

 

 



 

(4) 加工原料乳生産者補給交付金の交付 

① 指定生乳生産者団体からの交付申請を受理した日から１８業務日以内に生産者補給交

付金を交付するため、迅速な書類審査体制の構築及び経理部との緊密な連携の強化、指

定生乳生産者団体に対する円滑な事務処理体制についての指導等を行う。ただし、指定

生乳生産者団体から１８業務日を超えた支払希望がある場合を除く。 

② ホームページ等において、指定生乳生産者団体別の受託数量、加工原料乳認定数量等

に係る情報を、全都道府県からの報告が終了した日から１０業務日以内に公表するため、

都道府県及び指定生乳生産者団体との連携強化を行う。また、ホームページにおける公

表様式の検討を行う。 

 

 (5)  指定乳製品等の輸入・売買 

     ① 指定乳製品等の価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合に

指定乳製品等の輸入を行うときには、農林水産大臣が輸入を承認した日から５０日以内

（大洋州産以外のものについては８０日以内）に指定乳製品等の輸入及び売渡しを行う

ため、以下のとおり輸入業務関係者に対する指導強化等を行う。 

 

     ア 輸入業務の委託先となる指定商社に対し、迅速な輸入手続き等に係る説明・指導を

行う。 

イ 輸入指定乳製品等の寄託先となる指定倉庫に対し、万全な荷扱い等に係る説明・

指導を行う。 

 

② 国家貿易機関として、平成１５年度に国から通知を受けた指定乳製品等の輸入数量の

うち、平成１５年度上期に輸入手当てした数量を除いた数量を輸入手当てする。 

 

③ 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の

安定に資することを旨として国が指示する方針により、指定乳製品等を的確に売り渡

す。 

また、指定乳製品等の売渡しに当たっては、指定乳製品等の輸入・売渡し業務の透

明性を図るため、需要者との意見交換を通じ、外国産指定乳製品等の品質・規格、用

途等を紹介するほか、外国産指定乳製品等の品質等に対する需要者の要望・意向を把

握する。 

 

④ ホームページ等において、指定乳製品等の買入れ・売戻しの月ごとの売買実績を翌

月の２０日までに公表するため、事務処理体制の整備、公表様式の検討等を行う。 

 

 

 

 



 

(6)  肉用子牛生産者補給交付金の交付 

① 交付業務の迅速化 

 指定協会からの交付申請を受理した日から２８業務日以内に生産者補給補給金等を

交付するため、事務処理体制を整備するとともに、必要に応じて会議を開催するなど、

指定協会に対する指導を強化する。 

      また、個体登録申込等手続きの円滑化を図るため、国の家畜個体識別システムとの連

携システムを開発し、対応可能な指定協会に導入するとともに、これに係る研修を実施

する。 

 

② 交付状況に係る情報の公表 

ア ホームページ等において、生産者補給交付金の交付状況に係る情報を、 

全指定協会に対し交付を終了した日から１０業務日以に公表するため、事 

務処理体制を整備するとともに、指定協会に対し事務処理の適正実施のた 

めの会議を開催する。 

 

イ 肉用子牛生産の安定に資する目的で生産者に提供する情報の質の向上を図るため、

生産者補給金交付通知書（葉書）の活用方策について検討を行う。       

 

２ 野菜関係業務 

 

(1) 指定野菜価格安定対策事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等から

の交付申請を受理した日から１２業務日以内に交付できるよう、統合後の新たな組織体制

の下での、業務担当課と経理部との緊密な連携を図り交付に係る仕組み・手順を確立する

。 

 

(2) 契約指定野菜安定供給事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等から

の交付申請を受理した日から４０業務日以内に交付できるよう、統合後の新たな組織体制

の下での、業務担当課と経理部との緊密な連携を図り迅速な交付を推進する仕組み・手順

を確立する。 

また、交付実績に応じて、申請様式の簡素化を検討する。併せて、登録出荷団体等に対

する申請書類の整備等に係る研修を推進する。 

 

 (3) 野菜価格安定制度の対象となっている各品目及び出荷時期ごとの交付予約数量等の実施

状況について、四半期ごとにホームページ、広報誌等により公表することができるよう、

その公表項目、公表様式の検討等を行う。 

 

 

 



 

３ 砂糖関係業務 

(1) 砂糖の価格調整 

     ①  国内産糖交付金については、国内産糖製造事業者からの交付申請を受理した日から１８

業務日以内に交付するため、事務手続きを見直すとともに、進行管理を強化する。 

 

     ②  ホームページ等において、輸入指定糖・異性化糖等の買入れ・売戻しにおける月ごとの

売買実績及び国内産糖交付金の月ごとの交付決定数量を翌月の２０日までに公表するた

め、集計事務の合理化、報告期限の見直しを行うとともに、集計事務の合理化、進行管理

を強化する。 

 

 (2) 砂糖に係る補助 

    砂糖に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主

体等との明確な役割分担と連携の下に、機動的・弾力的に実施する。 

 

① 砂糖の生産・流通の合理化のための事業 

  国内産糖企業・精製糖企業における製造コストの低減等を促進するため、以下の措置

を講じる。 

ア てん菜糖企業 

    （ア）中間受入場の集約等の原料集荷に係る輸送コスト及び受入作業コストの縮減に資す

る設備の整備・導入等について支援する。 

    （イ）てん菜糖の製造経費の縮減に資する設備の整備・導入等について支援する。 

    （ウ）製糖工程で大量に発生し、その多くが産業廃棄物として処理されているライムケー

キ及び余剰汚泥等の減量化・再資源化に資する農業機械等の導入について支援する。 

    （エ）てん菜糖工場は、大量の燃料・電気を使用しているため、その省エネルギー化に資

する設備の整備・導入等について支援する。 

イ 甘しゃ糖企業 

    （ア）甘しゃ糖の製造経費の縮減に資する設備の整備・導入等について支援する。 

    （イ）甘しゃ糖工場は、大量の燃料・電気を使用しているため、その省エネルギー化に資

する設備の整備・導入等について支援する。 

ウ 精製糖企業については、製造設備（工場、倉庫及び付帯設備）の廃棄等、製造部門

の合理化の促進等について支援する。 

 

     ② 甘味資源作物の生産・流通の合理化のための指導の事業 

     てん菜・さとうきびの生産・流通コストの低減を促進するため、以下の措置を講じる。 

 

ア てん菜 

   （ア）育苗費、ハウス経費及び労働力の削減を図るため、直播栽培の普及割合が大きい北

海道南部の集荷区域を中心として、現地説明会を開催すること等により、直播栽培の



 

促進に資する農業機械の導入等について支援する。 

   （イ）直播栽培の生産の安定化を図るため、現地説明会を開催すること等により、湿害対

策に資する簡易な作業機械の導入等について支援する。 

   （ウ）海外から導入した耐病性遺伝資源の増殖及び早期育成の促進を図るとともに、播種

作業等の省力化のための農業機械等の開発について支援する。 

   （エ）農家貯蔵の延長を促進し、工場の貯蔵量の減少、受入集中期のピークの平準化、工

場貯蔵のロスの減少及び登熟した原料の集荷等を図るため、品質管理の徹底に資する

費用について助成する。 

 

イ さとうきび 

   （ア）さとうきびの生産拡大を図るため、現地説明会を開催すること等により、規模拡大

志向者等への農地集積の支援及び規模拡大に対応した機械化一貫体系の確立に資す

るための農業機械の導入等について支援する。 

   （イ）さとうきびの生産コスト削減を図るため、現地説明会を開催すること等により、収

穫機械等の整備・導入等を行うとともに、施肥体系を含めた栽培技術の検討及びその

普及について支援する。 

   （ウ）さとうきびの単収・品質の向上を図るため、現地説明会を開催すること等により、

病害虫の防除及び優良種苗の供給等について支援する。 

   

      ③ 砂糖に対する理解の促進のための事業 

         消費者に対し、砂糖についての誤解の払拭や砂糖が持つ機能・効用のＰＲ等砂糖に対

する正しい情報の提供を図るため、以下の措置について支援する。 

 

    ア 特に若い女性及び主婦を対象として、ラジオ等の媒体を活用した情報の 

提供を行うとともに、オピニオンリーダーの育成により砂糖に対する理解 

を促進する。 

  イ 消費者を対象に「砂糖の効用」及び「砂糖の誤解」等をテーマとしたシンポジウム

を全国の主要都市において、２回以上開催する。 

    ウ 消費者等を対象に砂糖の効用等に対する理解度を測定する基準とするた 

めのアンケート調査を行う。 

 

４ 蚕糸関係業務 

 (1)  生糸の輸入調整 

① 国産生糸の価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合に輸入に

よって保有する生糸の売渡しを行うときには、入札の公告を行った日から１３業務日以内

に売買契約を締結するため、市場価格の動向と需給状況を日々把握するとともに、過去の

事例を参考にして業務の手順を点検する。 

 



 

   ② ホ－ムぺ－ジ等において、輸入生糸の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買 

実績を翌月の２０日までに公表するため、集計事務の合理化、進行管理の強化 

を行う。 

 

(2) 蚕糸に係る補助 

蚕糸に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施

主体等との明確な役割分担と連携の下に、機動的・弾力的に実施する。 

 

① 繭糸の生産・流通の合理化のための事業 

繭の品質評価システムの導入によって高品質繭の生産誘導を図るため、平成１５年産の

繭代について、繭の品質（解じょ率・選除繭歩合）に応じた補給金及び奨励金を全国の養

蚕農家に交付する。 

また、群馬、福島県等の養蚕文化継承地域における養蚕作業の省力化・効率化を図るた

め、養蚕農家へ１～３令まで共同飼育した稚蚕の配蚕について支援する。 

 

 

② 絹織物等に対する理解の促進のための事業 

    国内で製織・染色され、外国産絹製品と明確に差別化された絹織物・絹製品 

の流通数量を、平成１４年度の１．２倍以上とする。 

このため、京都等の織物集散地や主要都市のデパート等において、国内で製織・染色さ

れた絹織物・絹製品を証明する「日本の絹マーク」のポスター・チラシを配布するなどの

キャンペーン活動を支援する。 

 

５ 情報収集提供業務 

 (1)  情報検討委員会の設置と積極的な情報の収集・提供   

① 農畜産業の動向及び関係者、情報利用者等のニーズを的確に把握するため、 

専門家、情報利用者、消費者等の参画を得た情報検討委員会（畜産、野菜、 

砂糖類、蚕糸の分野ごと）を新たに設置し、これまでの情報収集提供業務の 

実施状況及び１６年度の計画等について検討する。 

② 農畜産業経営の安定、食品のリスクコミュニケーションの充実に資する観 

点から、ＷＴＯ農業交渉、地域貿易協定交渉の進展に即した海外駐在事務所 

等を活用した関連情報、食品安全委員会の議論の動向等も踏まえた食品安全 

に係る情報等農畜産業を巡る情勢の変化に応じた内外の重要情報を提供する。 

  

(2)  情報精度、利便性の向上  

情報の収集に当たっては、情報精度・利便性の向上を図るため、以下の措置 

を講じる。 

① 畜産物の需給関連数値情報、砂糖類の流通調査、野菜の生産・流通・消費の動向に関



 

する調査及び絹織物、絹製品等の流通調査の実施に当たっては、情報精度・利便性の向

上を図るため、情報検討委員会において、１５年度の実施状況及び１６年度の計画につ

いて検討する。 

② 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物、繭並びに生糸の生産に貢献する国内の調査、

生産・流通・消費の動向及びこれらに関する学術的調査、海外における先進的な取り組

み事例に関する情報収集に当たっては、専門家を活用した、幅広い分野からの情報収集

を行う。 

      また、情報検討委員会において、専門家を活用した調査等の１５年度の実施状況及び

１６年度の計画について検討する。 

  

(3)  情報提供の効果測定等 

 ① 提供した情報やその提供方法について、その効果を測定するためのアンケート調査を

実施する。 

また、情報検討委員会において、アンケート調査の結果を踏まえ、紙面・ホームペー

ジの改善を行う。 

② (1)、(2)、(4)及び(5)の措置の着実な実施を通じ、情報利用者の満足度が５段階評価

で３．７以上となるようにする。 

 

(4)  情報の迅速かつ機動的な提供 

情報の提供は、迅速に行うこととし、情報の種類に応じ以下に掲げる期間内に公表を行

うための進行管理システムを整備する。 

また、国から事業・施策の推進に必要な緊急の問い合わせや調査依頼があった場合は、

機動的に情報提供を行うとともに、必要に応じ組織体制を検討する。 

 

ア 畜産関係 

         ａ 需給関連数値情報及び需給に影響を及ぼす事象情報 

       （ａ）週報：情報収集の翌週 

         （ｂ）月報：情報収集の翌月 

         （ｃ）ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週 

        ｂ 国内調査等 

国内調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。ただし、専門家の分

析が必要な場合は３ヶ月以内。 

        ｃ  海外の主要国の畜産関係政策変更等 

海外主要国の調査結果等に分析・解説等を加え、３ヶ月以内に提供 

        イ 野菜関係 

      ａ 卸売市場の市況情報（日別・旬別）：情報収集の翌日 

       ｂ 気象情報：情報収集の翌日 

       ｃ 貿易情報（月別）：情報収集の翌日 



 

       ｄ 消費情報（月別）：情報収集の翌日 

ｅ 国内、海外調査結果等：情報収集の翌々月。ただし、専門家の分析が必要な場合

は３ヶ月以内。 

ウ 砂糖関係 

          ａ 統計情報及び需給に影響を及ぼす事象情報 

       （ａ）月報：情報収集の翌月 

          （ｂ）ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週 

          ｂ 国内調査等 

国内調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。ただし、専門家の

分析が必要な場合は３ヶ月以内。 

           ｃ 海外調査等 

海外主要国の調査結果等に分析・解説等を加え、３ヶ月以内に提供 

エ 蚕糸関係 

           ａ 統計情報及び需給に影響を及ぼす事象情報 

         （ａ）月報：情報収集の翌月 

          （ｂ）ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週 

           ｂ 国内・海外調査等 

国内・海外調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。 

ただし、専門家の分析が必要な場合は３ヶ月以内。 

 

(5)  消費者への情報提供  

消費者への情報の提供については、消費者の視点に立ってその要望に応えた分かりや

すい情報とするため、以下の措置を講じる。 

 

    ① アンケート調査等の実施により、消費者ニーズの把握に努める。 

② 食品のリスクコミュニケーション、牛肉等のトレーサビリティ、食品の健康に果たす

役割、食品表示、バイオテクノロジー、環境問題、食の安全・安心等消費者の関心の

高い情報については、消費者・有識者等の参加を得た各分野の情報検討委員会を活用

して、情報提供の的確性や分かりやすさ等の向上の方策について検討を行うととも

に、ホームページの「消費者コーナー」等を通じて、わかりやすい形で積極的に提供

する。 

③ ホームページのご意見・ご要望コーナーの活用及びメディア関係者との意 

見交換会、消費者代表との意見交換会を通じた双方向、同時的な情報や意見の交換によ

り、消費者等の理解の促進を図る。 

    ④ 消費者ニーズについては、ホームページ等を通じ、関係業界を含め幅広く周知させる。   

 

 (6)  ホームページの活用等 

     ① ホームページの１５年度の計画期間内のアクセス件数が、７０万件以上となるように



 

する。 

② 上記の目的を達成するため、以下の措置を講じる。 

 ア ホームページの活用状況を的確に把握するシステムを平成１５年度末までに開発

する。 

イ 業務紹介等広報の質の向上を図るため、ホームページ、業務紹介のパンフレットに

ついてアンケート調査を実施するとともに、消費者代表との意見交換会等を活用して、

これらについての意見を聴取する。 

ウ ホームページ活用推進委員会を開催し、機構業務の紹介、消費者の要望する情報（特

に、「消費者コーナー」）について、月２回以上ホームページの掲載情報の更新を確

実に行う。また、消費者が必要とする情報に消費者がアクセスしやすいよう、ホーム

ページの改善について検討する。 

 

 (7)  照会事項に対する対応等 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第 

１４０号）に基づく情報の開示を行うほか、情報提供した事項に関する照会に対しては、

マニュアルを作成し迅速かつ確実な対応をすることとし、関連する保有情報については、

原則として翌業務日以内に対応する。 



第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

　１　予　算

（１）　総　計 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　運営費交付金 1,292

　国庫補助金 9,592

　その他の政府交付金 34,440

  業務収入 41,810

　負担金 1,623

　納付金 1,623

　資金より受入 66,312

　借入金 51,428

　諸収入 10,056

　計 218,178

支出

　業務経費 200,016

　借入金償還 24,029

  人件費 1,473

　一般管理費 378

　その他支出 301

　計 226,197

　

平成１５年度下期予算



（２）　畜産勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　運営費交付金 405

　その他の政府交付金 14,501

　調整資金より受入 42,222

　畜産業振興資金より受入 14,215

　諸収入 9,278

　計 80,621

支出

　業務経費 67,544

　　畜産業振興事業費 67,226

　　情報収集提供事業費 242

　　その他業務経費 76

  肉用子牛勘定へ繰入 13,209

  人件費 452

　一般管理費 96

　計 81,301

　

（３）野菜勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　国庫補助金 9,592

　野菜事業負担金 1,623

　野菜事業納付金 1,623

　諸収入 755

　計 13,594

支出

　業務経費 16,380

　　指定野菜価格安定対策事業費 11,057

　　契約指定野菜安定供給事業費 137

　　特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費 905

　　契約特定野菜等安定供給促進事業費 13

　　重要野菜等緊急需給調整事業費 329

　　野菜構造改革促進特別対策事業費 3,882

　　野菜流通消費合理化推進事業費等 58

　指定野菜価格安定対策資金へ繰入 173

　人件費 354

　一般管理費 82

  その他の支出 20

　計 17,009

　



（４）砂糖勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　運営費交付金 744

　その他の政府交付金 9,341

　業務収入 36,248

　砂糖生産振興資金より受入 9,796

　借入金 36,927

　諸収入 6

　計 93,061

支出

　業務経費 85,911

　　糖価調整事業費 75,938

　　砂糖生産振興等事業費 9,796

　　その他業務経費 178

  借入金償還 9,514

  人件費 424

　一般管理費 147

　計 95,997

　

（５）生糸勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　運営費交付金 49

　その他の政府交付金 313

　業務収入 369

　蚕糸業振興資金より受入 78

　借入金 14,501

　諸収入 14

　計 15,325

支出

　業務経費 755

　　生糸売買事業費 174

    繭糸生産流通等合理化事業 573

　　その他業務経費 7

  借入金償還 14,514

  人件費 40

　一般管理費 16

　計 15,325

　



（６）補給金等勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　その他の政府交付金 10,285

　業務収入 5,193

　諸収入 2

　計 15,480

支出

　業務経費 16,233

　　加工原料乳補給金事業費 13,394

　　輸入乳製品売買事業費 2,839

  人件費 96

　一般管理費 18

　その他支出 108

　計 16,456

　

（７）肉用子牛勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　運営費交付金 95

　畜産勘定より受入 13,209

　諸収入 0

　計 13,304

支出

　業務経費 13,191

　　肉用子牛補給金等事業費 13,191

  人件費 106

　一般管理費 18

　計 13,315

　

（８）債務保証勘定 （単位：百万円）

区分 金額

収入

　諸収入 1

　計 1

支出

　業務経費 1

  　保証業務費 1

  人件費 1

　一般管理費 0

　計 2



２　収支計画

 

（１）総計 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 211,386

　経常費用 211,386

　　業務経費 200,055

　　資金繰入 9,340

　　人件費 1,473

　　一般管理費 374

　　その他支出 128

　　減価償却費 15

収益の部 179,987

　経常収益 170,827

　　運営費交付金収益 1,292

  　補助金等収益 100,716

  　業務収入 41,810

　　資金戻入 26,108

　　資産見返補助金戻入 5

　　諸収入 895

　特別利益

　　前期損益修正益 9,159

純損失 △ 31,400

　

平成１５年度下期収支計画



（２）畜産勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 90,439

　経常費用 90,439

　　業務経費 67,511

　　　畜産業振興事業費 67,226

　　　情報収集提供事業費 242

　　　その他の業務経費 43

  　肉用子牛勘定へ繰入 13,209

　　畜産業振興資金繰入 9,167

　　人件費 452

　　一般管理費 92

　　減価償却費 8

収益の部 90,434

　経常収益 81,275

　  運営費交付金収益 405

    補助金等収益 80,753

　　諸収入 117

　特別利益 9,159

　　前期損益修正益 9,159

純損失 △ 5

　

（３）野菜勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 17,015

　経常費用 17,014

　　業務経費 16,380

　　　野菜生産出荷安定等事業費 16,380

　　指定野菜価格安定対策資金へ繰入 173

　　人件費 354

　　一般管理費 82

　　その他支出 20

　　減価償却費 5

　臨時損失 1

　　固定資産除却損 1

収益の部 17,015

　経常収益 17,015

　　補助金等収益 23

　　野菜事業資金受入 16,234

    資産見返補助金戻入 2

    諸収入 755

純利益 0

　



（４）砂糖勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 86,485

　経常費用 86,485

　　業務経費 85,911

      糖価調整事業費 75,938

      砂糖生産振興等事業費 9,796

      その他の業務経費 178

　　人件費 424

　　一般管理費 147

　　減価償却費 2

収益の部 56,136

　経常収益 56,136

　　運営費交付金収益 744

  　補助金等収益 9,341

  　業務収入 36,248

  　砂糖生産振興資金戻入 9,796

  　資産見返補助金戻入 2

　　諸収入 6

純損失 △ 30,349

　

（５）生糸勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 883

　経常費用 883

　　業務経費 827

　　　生糸売買事業費 246

　　　繭糸生産流通合理化等事業費 573

　　　その他業務経費 7

　　人件費 40

　　一般管理費 16

収益の部 824

　経常収益 824

　　運営費交付金収益 49

  　補助金等収益 313

  　業務収入 369

　　蚕糸業振興資金戻入 78

　　諸収入 14

純損失 △ 58

　



（６）補給金等勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 16,456

　経常費用 16,456

　　業務経費 16,233

　　　加工原料乳補給金事業費 13,394

　　　輸入乳製品売買事業費 2,839

　　人件費 96

　　一般管理費 18

　　その他支出 108

収益の部 15,480

　経常収益 15,480

  　補助金等収益 10,285

　　業務収入 5,193

　　諸収入 2

純損失 △ 976

　

（７）肉用子牛勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 13,315

　経常費用 13,315

　　業務経費 13,191

　　　肉用子牛補給金等事業費 13,191

　　人件費 106

　　一般管理費 18

収益の部 13,304

　経常収益 13,304

　　運営費交付金収益 95

　　畜産勘定より受入 13,209

　　諸収入 0

純損失 △ 11

　

（８）債務保証勘定 （単位：百万円）

区分 金額

費用の部 2

　経常費用 2

　　業務経費 1

　　  保証業務費 1

　　人件費 1

　　一般管理費 0

収益の部 1

　経常収益 1

　　諸収入 1

純損失 △ 1



３　資金計画

　

（１）総計 （単位：百万円）

区分 金額

資金支出 370,020

　業務活動による支出 201,918

　投資活動による支出 3,503

　財務活動による支出 33,543

　次期中期目標期間への繰越金 131,055

  計 370,020

資金収入 370,020

　業務活動による収入 110,312

　投資活動による収入 6,427

　財務活動による収入 63,878

　前年度繰越金 189,402

  計 370,020

　
（２）畜産勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 168,074
　業務活動による支出 81,298
　投資活動による支出 3
　次期中期目標期間への繰越金 86,773
  計 168,074
資金収入 168,074
　業務活動による収入 24,183
　投資活動による収入 0
　前年度繰越金 143,891
  計 168,074

　

（３）野菜勘定 （単位：百万円）

区分 金額

資金支出 33,020

　業務活動による支出 16,763

　投資活動による支出 3,500

　次期中期目標期間への繰越金 12,757

  計 33,020

資金収入　 33,020

　業務活動による収入 13,594

　投資活動による収入 6,427

　前年度繰越金 12,998

  計 33,020

平成１５年度下期資金計画



　
（４）砂糖勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 108,691
　業務活動による支出 86,483
　財務活動による支出 19,028
　次期中期目標期間への繰越金 3,180
  計 108,691
資金収入 108,691
　業務活動による収入 56,134
　財務活動による収入 49,377
　前年度繰越金 3,180
  計 108,691

（５）生糸勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 15,836
　業務活動による支出 811
　財務活動による支出 14,514
　次期中期目標期間への繰越金 511
  計 15,836
資金収入 15,836
　業務活動による収入 824
　財務活動による収入 14,501
　前年度繰越金 511
  計 15,836

（６）補給金等勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 43,921
　業務活動による支出 16,456
　次期中期目標期間への繰越金 27,464
  計 43,921
資金収入 43,921
　業務活動による収入 15,480
　前年度繰越金 28,440
  計 43,921

（７）肉用子牛勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 13,648
　業務活動による支出 13,315
　次期中期目標期間への繰越金 333
  計 13,648
資金収入 13,648
　業務活動による収入 13,304
　前年度繰越金 344
  計 13,648

（８）債務保証勘定 （単位：百万円）

区分 金額
資金支出 40
　業務活動による支出 2
　投資活動による支出 0
　次期中期目標期間への繰越金 37
  計 40
資金収入 40
　業務活動による収入 1
　投資活動による収入 0
　前年度繰越金 38
  計 40



 

第４ 短期借入金の限度額  

 

１ 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足となる場合における短期借入金の限度額

は、４億円とする。 

 

 ２ 国内産糖価格調整事業の国内産糖交付金の支払資金の一時不足となる場合における短期借

入金の限度額は、４０２億円とする。 

 

 ３ 生糸売買事業において、短期借入金の借入をしていることができる限度額は、１５１億円

とする。 

    

 ４ 生糸売買事業において、短期借入金を年度内に償還することができないで、短期借入金の

借換えをすることとなったときは、３にかかわらず当該借換えにかかる金額を限度として当

該借入金の金額を増額することができる。 

 

第５ 剰余金の使途 

   人材育成のための研修、職場環境等の充実など業務運営に必要なものに充てる。 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

   予定なし 

 

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

  予定なし 

 

２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）  

 

(1) 方 針 

業務運営の効率化に努め、業務の質・量に対応した職員の適正な配置を進めるとともに、

職員の業務運営能力等の育成を図る。 

また、職員の部門間の交流等により、機動的で柔軟な業務運営ができる体制を整備する。 

 

 (2) 人事に関する指標 

期末の常勤職員数を期初の１００％とする。 

 

（参考１） 

期初の常勤職員        ２２７人 

期末の常勤職員の見込み    ２２７人 



 

 

（参考２）  

   中期目標期間中の人件費総額見込み １，２０６百万円 

 

(3) 業務運営能力等の向上 

  職員の事務処理能力の向上を図るため、以下の内容を柱とした中期目標期間中 

の業務運営能力向上プログラムを策定するとともに、同プログラムに即して定期 

的かつ計画的に研修等を実施する。 

 

① 生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術及び企業会計、情報ネットワーク化等

の高度事務処理技術の習得を図るため、食肉の専門家による研修、肉牛農家における肉

牛の生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術の習得を図る研修を行う。 

 

    ② 流通・小売段階での研修のための準備を行うとともに、消費者等に機構の業務を分かり

やすく情報提供するための広報専門家による講習会やインストラクターによる研修を行

う。 

 

③ オン・ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を通じた専門知識、高度事務処理技術等

の伝達・実習を行うための準備を行うとともに、自己研鑽をしやすい環境を整備する。 

 

    ④ 会計事務職員の専門的資質の向上を図るための研修を行う。 




